
支援内容
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事業場への  個別訪問支援

・局所排気装置の構造・効率化・ダクトの形状等
・有害物質の取扱い・除去・管理
・騒音対策、腰痛対策、5Ｓ活動等

支援内容

・排気装置の性能が落ちた
・有害物の取扱いが気になる
・工場内の騒音を抑えたい

例えば、こんなとき

産業保健相談員（労働衛生コンサルタント等） が事業場を訪問し、作業環境管理、
作業管理等について専門的な助言を行います。

メンタルヘルス対策の支援（大企業を除く）

鳥取産業保健総合支援センターによる

産業保健相談員による実地相談（大企業を除く）

登録産業医、登録保健師、労働衛生工学専門員による健康相談、
作業環境管理、作業管理の助言等　（労働者50人未満事業場）

裏面の申込書に記入して、メール又はファックスでお申し込みください。
申込書はホームページからもダウンロードできます。

支援内容 例えば、こんなとき
・有所見者に対する健康指導を受けたい
・医師の健康相談を受けたい
・局所排気装置の能力、設置方法に問題
　がないか、見てほしい
・現場での熱中症対策を教えてほしい

例えば、こんなとき

・ストレスチェックの実施方法と情報管理等
・衛生委員会での調査審議
・心の健康づくり計画の策定
・教育（管理監督者等）　　　・研修計画の策定
・職場復帰支援プログラムの作成

・「心の健康づくり計画」を作りたい
・管理監督者研修をしたい
・若年労働者向け教育をしたい
・職場復帰プログラムを作りたい

登録産業医、登録保健師、労働衛生工学専門員が事業場を訪問し、労働衛生管理の総合
的な助言を行います。

メンタルヘルス対策促進員が事業場を訪問し、ストレスチェックの導入、心の健康づくり計
画の策定等について助言を行います。

・職場巡視
・健康指導・面接指導
・健康相談及び健康講話
・作業環境管理、作業管理等の作業現場の
　改善等の助言

28.5



就業する事業場は５０人未満ですか？
（該当する方の□に✔を入れてください。）

事業内容

労働者数 （男:

代表者 職名： 氏名：

2 メンタルヘルス対策の支援（大企業を除く）　⇒　メンタルヘルス対策支援申込書へ

）

所在地
〒

）人 （女: ）人 （計:

電話： FAX：

事業場名

申込ＦＡＸ番号　0857-25-3432　（鳥取産業保健総合支援センター）

個別訪問支援申込書

支援希望内容（希望する項目の□に✔を入れてください。）

1 産業保健相談員による実地相談（大企業を除く）

本社、親企業等

の情報※

本社、親企業等の名称： （

人

4 労働衛生工学専門員による作業環境管理等の助言等　（労働者５０人未満事業場）

）

事業場の属する本社、親企業等の全労働者数： （

担当者 職名： 氏名：

）人

3 登録産業医（登録保健師）による健康相談等　（労働者５０人未満事業場）

支援希望日
第１希望日

第２希望日

希望時間帯

希望時間帯

はい いいえ

その他連絡事項等

※申込事業場が企業の支店、営業所、工場や子会社等の場合、当該企業又は親企業の情報をご記入ください。 

※本用紙に記載された個人情報は、産業保健活動総合支援事業の目的以外には使用いたしません。 

おって当センターから訪問日時等について、調整の連絡をいたします。
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